
福岡県における総合評価方式
（簡易型・標準型）活用ガイドライン

１ 総合評価方式の概要

１－１ 意義

公共工事の品質確保を図るためには、発注者は競争参加者の技術的能力の審査を適切に行うと

ともに、品質の向上に係る技術提案を求めるよう努め、落札者の決定においては、価格に加えて

技術提案の優劣を総合的に評価することにより、最も評価の高い者を落札者とすることが原則と

なる。

総合評価方式の適用により、公共工事の施工に必要な技術的能力を有する者が施工することと

なり、工事品質の確保や向上が図られ、工事目的物の性能の向上、長寿命化・維持修繕費の縮減

・施工不良の未然防止等による総合的なコストの縮減、交通渋滞対策・環境対策、事業効果の早

期発現等が効率的かつ適切に図られることにより、現在かつ将来の県民に利益がもたらされる。

１－２ 総合評価方式の選択

公共工事の特性（規模、技術的な工夫の余地）に応じて、簡易型、標準型のいずれかの総合評

価方式を選択する。

（１）簡易型

技術的な工夫の余地が小さい工事においても、施工の確実性を確保することは重要である

ため、施工計画や同種・類似工事の経験、工事成績等に基づく技術力と価格との総合評価を

行う。

（２）標準型

技術的な工夫の余地が大きい工事において、ライフサイクルコスト、工事目的物の性能向

上、安全対策、交通・環境への影響、工期の縮減等の観点から技術提案を求め、価格との総

合評価を行う。

２ 総合評価による落札者の決定

簡易型、標準型のいずれの総合評価方式においても、総合評価による落札者の決定は、入札価

格が予定価格の制限の範囲内にあるもののうち、評価値の最も高いものを落札者とする。

評価値の算出方法は、技術提案により工事品質のより一層の向上を図る観点から価格当たりの

工事品質を表す指標となる、除算方式を採用する。

（１）評価値の算出方法

評価値＝〔技術評価点（標準点＋加算点 〕／（入札価格））

（２）技術評価点の設定の考え方

標準点を100 点、技術提案等に係る性能等に応じた加算点を次表のとおりとする。

方 式 簡易型 標準型

加算点 １０～３０点

３ 実施手順

総合評価方式を実施する場合の標準的な手順は次ページのとおりとする。



（１）簡易型の実施手順（条件付き一般競争入札の場合）

概ね８５～９５日

 入札説明書作成

　　　総合評価技術委員会（学識経験者）

公  告

入札説明書の交付

 技術資料の提出

 配置予定技術者のヒアリング

指名委員会

競争参加資格確認結果の通知

　入　　 札

　　　総合評価技術委員会（学識経験者）

　説明要求・回答

１５～
２０日

１５日

１５～
２０日

４０日

　契　　 約

技術審査委員会

指名委員会・技術審査委員会

技術審査委員会

 配置予定技術者のヒアリング

技術審査委員会

・入札参加資格の決定
・総合評価方式による入札を行うことの適否（案）の審議
・評価の方法（案）及び技術評価の基準（案）の審議

以下についての意見
・総合評価方式による入札を行うことの適否
・評価の方法（案）及び技術評価の基準（案）

・総合評価方式による入札を行うことの適否の決定
・評価の方法及び技術評価の基準の決定

・入札参加資格の審査

・技術的能力の評価

以下についての意見
・落札者の決定

・落札者の決定



（2）標準型の実施手順（条件付き一般競争入札の場合）

概ね１００～１１０日

 入札説明書作成

指名委員会・技術審査委員会

　　　総合評価技術委員会（学識経験者）

   公  告

入札説明書の交付

 　　技術資料の提出（入札参加資格に関する資料）

 配置予定技術者のヒアリング

指名委員会

競争参加資格確認結果の通知

　入　　札

　　　総合評価技術委員会（学識経験者）

　説明要求・回答

技術審査委員会

１５～
２０日

１５日

１５～
２０日

　契　　 約

技術審査委員会

 配置予定技術者のヒアリング

技術審査委員会

 　　技術資料の提出（技術提案に関する資料）

・入札参加資格の決定
・総合評価方式による入札を行うことの適否（案）の審議
・評価の方法（案）及び技術評価の基準（案）の審議

以下についての意見
・総合評価方式による入札を行うことの適否
・評価の方法（案）及び技術評価の基準（案）

・入札参加資格の審査

・技術的能力の評価

以下についての意見
・落札者の決定

・落札者の決定

・総合評価方式による入札を行うことの適否の決定
・評価の方法及び技術評価の基準の決定

５５日



４ 簡易型における審査・評価

４－１ 技術的能力の審査

、 （ 「 」個別の工事に際し 建設業者及び当該工事に配置が予定される技術者 以下 配置予定技術者

という ）の同種・類似工事の経験、簡易な施工計画等の審査を行う。。

審査の結果、未記入又は不適切な場合は、当該企業の競争参加資格を認めない。

以下に個別工事に際しての技術的能力の審査項目の標準例を示す。

ただし、審査項目については、工事内容等の必要に応じ削除、追加、変更も可能とする。

（１）簡易な施工計画

工事の特性に応じて、①から④の中から少なくてもいずれか一つの項目を審査する。

審査項目

①工程管理に関わる技術的所見

②材料の品質管理に係わる技術的所見

③施工上の課題に対する技術的所見

④施工上配慮すべき事項

（２）その他

審査項目

企業の施工能力 公共工事における同種・類似工事の施工実績(過去10年間)

配置予定技術者の能力 公共工事における同種・類似工事の施工実績＊１

過去３年間の工事成績評定点の平均点

配置予定技術者のヒアリング

指定された資格の保有年数

技術者の専任制

過去３年間の技術者表彰

不誠実な行為の有無

経営状況

工事成績 過去３年間の工事成績評定点の平均点

優良工事表彰 過去３年間の優良工事表彰

手持工事量比率 当該年度受注額÷過去３年間のうち最大受注年度の受注額

安全管理の状況 事故等による安全対策評価

安全対策表彰（過去３年間）

労働福祉の状況

地理的条件 本店、支店又は営業所の所在地

過去10年間の近隣地域内工事の実績

＊１ 配置予定技術者の実績は、監理技術者、主任技術者、担当技術者としての実績の区別

はしないこととする。

４－２ 技術資料の取扱い

技術資料については、次のとおり取扱うものとする。

（１）配置予定技術者を１人に特定できない場合は、複数の技術者を配置予定技術者とすること

ができる。この場合、配置予定技術者の施工経験及び施工計画について提出を求める技術資

料は、すべての配置予定技術者について提出するものとする。

配置予定技術者の施工経験及び施工計画の審査は、最も低い評価を受けたものをもって審

査する。

（２）簡易な施工計画については、配置予定技術者の技術力に着目し審査を行うものであり、当

該技術者の過去の工事経験から、当該工事を施工する際に特に留意すべき事項について当該

技術者が記述するものとする。



４－３ 配置予定技術者に対するヒアリング

技術的能力の審査・評価を行うに当たり、必要に応じて、配置予定技術者に対するヒアリング

を実施する。その場合、例えば以下の項目について確認する。

・施工計画の内容に関すること

・配置予定技術者の経歴・資格

・同種・類似工事の施工経験の有無

・同種・類似工事の施工実績として挙げた工事の概要、特に留意・工夫した点

・当該工事の施工上の課題、特に配慮すべき事項の有無、技術的所見等

４－４ 技術提案の評価

簡易型における評価項目及び評価基準の標準例を以下に示す。

ただし、評価項目及び評価基準については、工事内容等の必要に応じ削除、追加、変更も可能

とする。

分類 評価項目 評価基準

１）簡易な施工計画 工程管理に 工事の実施手順の妥当性 工事手順の適切度

＊１項目以上を選択 関わる技術 各工程の工期設定の適切 各工程の工期の適切度

する。 的所見 性

品質管理に係わる技術的所見 品質の確認方法、管理方法等

の適切度

施工上の課題に対する技術的所見 発注者が指定した施工上の課

題への対応の的確度

施工上配慮すべき事項 施工上配慮すべき事項の設定

及び配慮方針の適切度

２）企業の施工能力 工事成績の評価 過去３年間に竣工した当該部

発注の工事成績評点の平均

表彰（安全施工） 過去３年の表彰実績

表彰（優良施工） 過去３年の表彰実績

手持工事量比率 当該年度受注額÷過去３年間

のうち最大受注年度の受注額

手持ち工事の状況 手持ち工事の有無

安全管理の状況 過去１年間の事故等の状況

近隣地域内工事の実績 過去10年間の実績

継続的な営業に基づく信頼度 営業年数の継続性

、継続的な技術者保有に基づく信頼度 10年以上継続雇用する技術士

一級の施工管理技士の人数

工事の確実かつ円滑な実施体制として 指定する地域内における本店

の拠点 の所在

災害協定等に基づく活動実績 過去３年間の活動実績

品質管理・環境マネジメントシステム ISO9001又は14001の認証の取

の取り組み状況 得状況

３）配置予定技術者 配置予定技術者の同種工事の工事成績 申請のあった同種工事１件の

の能力 工事成績

表彰（優秀技術者） 過去３年の表彰実績

配置予定技術者の資格 技術士、１級・２級施工管理

技士の資格

継続教育（ＣＰＤ）の状況 継続教育(CPD)単位取得状況



４）配置予定技術者 技術者の専門技術力 中心的・主体的に参画し、創

のヒアリング 意工夫等の積極的な取り組み

状況

当該工事の理解度・取り組み姿勢 適切な理解のもと、施工上の

提案等の取り組み状況

技術者のコミュニケーション力 質問に対する応答の状況

５ 標準型における審査・評価

５－１ 技術的能力の審査

、 （ 「 」個別の工事に際し 建設業者及び当該工事に配置が予定される技術者 以下 配置予定技術者

という ）の同種・類似工事の経験、施工計画等の審査を行う。。

審査の結果、未記入又は不適切な場合は、当該企業の競争参加資格を認めない。

以下に個別工事に際しての技術的能力の審査項目の標準例を示す。

ただし、審査項目については、工事内容等の必要に応じ削除、追加、変更も可能とする。

（１）技術的所見等

標準型においては、工事の特性に応じて、①から④の中から選択した項目を審査すること

も可とする。

また 「標準案以外の提案を必須とする」とすることも可とする。、

審査項目

①工程管理に関わる技術的所見

②材料の品質管理に係わる技術的所見

③施工上の課題に対する技術的所見

④施工上配慮すべき事項

（２）その他

審査項目

企業の施工能力 公共工事における同種・類似工事の施工実績(過去10年間)

配置予定技術者の能力 公共工事における同種・類似工事の施工実績＊１

過去３年間の工事成績評定点の平均点

配置予定技術者のヒアリング

指定された資格の保有年数

技術者の専任制

過去３年間の技術者表彰

不誠実な行為の有無

経営状況

工事成績 過去３年間の工事成績評定点の平均点

優良工事表彰 過去３年間の優良工事表彰

手持工事量比率 当該年度受注額÷過去３年間のうち最大受注年度の受注額

安全管理の状況 事故等による安全対策評価

安全対策表彰（過去３年間）

労働福祉の状況

地理的条件 本店、支店又は営業所の所在地

過去10年間の近隣地域内工事の実績

＊１ 配置予定技術者の実績は、監理技術者、主任技術者、担当技術者としての実績の区別は

しないこととする。

５－２ 技術資料の取扱い



技術資料については、次のとおり取扱うものとする。

（１）配置予定技術者を１人に特定できない場合は、複数の技術者を配置予定技術者とすること

ができる。この場合、配置予定技術者の施工経験及び施工計画について提出を求める技術資

料は、すべての配置予定技術者について提出するものとする。

配置予定技術者の施工経験及び施工計画の審査は、最も低い評価を受けたものをもって審

査する。

（２）施工計画については、配置予定技術者の技術力に着目し審査を行うものであり、当該技術

者の過去の工事経験から、当該工事を施工する際に特に留意すべき事項について当該技術者

が記述するものとする。

５－３ 配置予定技術者に対するヒアリング

技術的能力の審査・評価を行うに当たり、必要に応じて、配置予定技術者に対するヒアリング

を実施する。その場合、例えば以下の項目について確認する。

・施工計画の内容に関すること

・配置予定技術者の経歴・資格

・同種・類似工事の施工経験の有無

・同種・類似工事の施工実績として挙げた工事の概要、特に留意・工夫した点

・当該工事の施工上の課題、特に配慮すべき事項の有無、技術的所見等

５－４ 技術提案の評価

標準型における評価項目及び評価基準の標準例を以下に示す。

ただし、評価項目及び評価基準については、工事内容等の必要に応じ削除、追加、変更も可能

とする。

分類 評価項目 評価基準

１）施工計画 工程管理に 工事の実施手順の妥当性 工事手順の適切度

＊１項目以上を選択 関わる技術 各工程の工期設定の適切 各工程の工期の適切度

する。 的所見 性

品質管理に係わる技術的所見 品質の確認方法、管理方法等の

適切度

施工上の課題に対する技術的所見 発注者が指定した施工上の課題

への対応が的確度

施工上配慮すべき事項 施工上配慮すべき事項の設定及

び配慮方針の適切度

２）企業の施工能力 工事成績の評価 過去３年間に竣工した当該部発

注の工事成績評点の平均

表彰（安全施工） 過去３年の表彰実績

表彰（優良施工） 過去３年の表彰実績

手持工事量比率 当該年度受注額÷過去３年間の

うち最大受注年度の受注額

手持ち工事の状況 手持ち工事の有無

安全管理の状況 過去１年間の事故等の状況

近隣地域内工事の実績 過去10年間の実績

継続的な営業に基づく信頼度 営業年数の継続性

継続的な技術者保有に基づく信頼度 10年以上継続雇用する技術士、

一級の施工管理技士の人数

工事の確実かつ円滑な実施体制とし 指定する地域内における本店の

ての拠点 所在

災害協定等に基づく活動実績 過去３年間の活動実績



品質管理・環境マネジメントシステ ISO9001又は14001の認証の取得

ムの取り組み状況 状況

３）配置予定技術者 配置予定技術者の同種工事の工事成 申請のあった同種工事１件の工

の能力 績 事成績

表彰（優秀技術者） 過去３年の表彰実績

配置予定技術者の資格 技術士、１級・２級施工管理技

士の資格

継続教育（ＣＰＤ）の状況 継続教育(CPD)単位取得状況

４）配置予定技術者 技術者の専門技術力 中心的・主体的に参画し、創意

のヒアリング 工夫等の積極的な取り組み状況

当該工事の理解度・取り組み姿勢 適切な理解のもと、施工上の提

案等の取り組み状況

技術者のコミュニケーション力 質問に対する応答の状況

（２）企業の高度な技術力

評価項目 評価基準

１）総合的なコスト ライフサイクルコスト及びその他コストに関する技術提案内容につい

の縮減に関する技 て

術提案 ・提案数値による定量評価

・提案内容に対する定性評価

（優／良／可の判定、等）

具体的な評価項目例

（ライフサイクルコストの低減）

・構造物の維持管理費

（その他のコスト低減）

・補償費の生じる期間の短縮日数

・補償費の支出額

２）工事目的物の性 工事目的物の性能、機能の向上に関する技術提案内容について

能、機能の向上に ・提案数値による定量評価

関する技術提案 ・提案内容に対する定性評価

（優／良／可／不採用の判定、等）

具体的な評価項目例

（性能、機能）

・舗装構造提案による走行騒音値

・ポンプ排水量

・構造物の耐久性の向上

３）社会的要請への 社会的要請への対応に関する技術提案内容について

対応に関する技術 ・提案数値による定量評価

提案 ・提案内容に対する定性評価

（優／良／可の判定、等）

具体的な評価項目例

（環境の維持）

・工事排水のＳＳ値

・施工騒音の低減値

（交通の確保に関する具体的な評価項目例）

・交通規制（通行止め、車線規制等）の短縮日数

（特別な安全対策）

・歩行者用通路幅

（省資源対策又はリサイクル対策）



・間伐材、伐採除根材等のリサイクル率

・分別解体・現場内集積の対象項目・重量

注１ １項目以上を選択する。

５－５ 標準型の評価項目の設定

評価項目は、工事の特性や場所等を考慮し、技術提案等により性能等の向上を求めることや、

現場における課題を解決することが重要な事項から選定するものとする。

評価項目は「技術的能力」又は「技術提案」の観点から評価する項目を設定するものとし「技

術提案」に関するものは「総合的なコスト縮減に関する事項 「工事目的物の性能、機能の向上」

に関する事項」又は「社会的要請への対応に関する事項」の範疇に該当するものを設定する。

６ 「標準型」と「簡易型」の相違

「標準型」と「簡易型」の違いを整理すると次表のとおりとなる。

評価の対象 評価の観点 標準型 簡易型

簡易な施工計画の内容 － ●

施工計画の内容 ● －

技術的能力評価 企業の施工能力 ● ●

評 配置予定技術者の能力 ● ●

価 配置予定技術者のヒア ● ●

項 リング

目 総合的なコスト縮減に ● －

の 対する技術提案

範 工事目的物の性能、機

囲 技術提案評価 能の向上に関する技術 ● －

提案

社会的要請への対応に ● －

関する技術提案

適 技術提案を求 技術提案を求

用 める工事に適 めるまでもな

方 用する い工事を対象

針 とする

７ 総合評価技術委員会（学識経験者）からの意見聴取

（１）意見聴取の目的

総合評価方式の実施にあたり、地方自治法施行令第１６７条の１０の２第４項の規定に基

づき、恣意的な判断を排除し、客観性を確保するために「学識経験を有する者」からの意見

聴取を行う。

（２）意見聴取の時期

個別工事毎に、以下の時期に意見聴取を行う。

①総合評価方式を行おうとするとき

②総合評価方式により落札者を決定しようとするとき

③落札者決定基準を定めようとするとき

８ 評価内容の担保

、 、標準型の総合評価方式を実施しようとする場合は 落札者決定に反映される技術提案について

発注者と落札者の責任の分担とその内容を明らかにするとともに、その履行を確保するための措



置や履行できなかった場合の措置について、入札説明書や特記仕様書に明記する。

（１）評価内容の担保

実際の施工に際しては、技術提案の内容に応じた施工方法により施工し、提案値及び提案

内容を満たす施工を行わせるものとする。

受注者の責により提案内容及び提案値を満たす施工が行われない場合は、再度の施工を行

わせる。また、再度の施工が困難あるいは合理的でない場合は、契約金額の減額、損害賠償

の請求等を行う。併せて、工事成績評点を減ずる措置を行う。

９ 情報公開

手続の透明性・公平性を確保するため、入札の評価に関する基準及び落札者の決定方法につい

ては、あらかじめ入札説明書等において明らかにする。

（１）入札説明書等

総合評価方式の適用工事では、入札説明書等において以下の事項を明記する。

①総合評価方式の適用の旨

②競争参加資格

③入札の評価に関する評価項目及び評価基準

・評価項目毎の評価基準

④総合評価の方法及び落札者の決定方法

⑤技術提案が履行できなかった場合の措置

（２）落札者決定後

総合評価方式を適用した工事において落札者を決定した場合は、契約後速やかに以下の事

項を公表する。

①入札参加者名

②各入札参加者の入札価格

③各入札参加者の技術評価点

④各入札参加者の評価値

（３）苦情申し立て等への対応

、 、技術資料等の審査により 指名しなかった者又は競争参加資格がないと決定された者から

苦情の申し立て又は説明要求があった場合には 「福岡県建設工事における入札・契約の過、

程に係る苦情処理手続要領」によること。


